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開所当初から、ボランティアできれいなお花を届けてくださるおかげで、 

わたげの玄関はいつの季節も華やかです！！ 
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社会福祉法人制度改革 

理事長 佐藤哲也 

障害があるがために日常生活や社会生活に制限を受ける人が、自分が住み慣れた地域で安心して生活することが

できるようにと、世の中の仕組みは時代とともに少しずつ変化してきました。この１０年ほどの間には障害者施

策に関係する法律が数多く制定され、私達はその都度、とまどいながらも懸命に対応してきました。 

これらの法律の多くは当事者に関わるものでしたが、平成２９年４月から一部が施行される社会福祉法の改正は、

事業者である社会福祉法人を対象としたもので、法人の責務をより一層明確にした内容になっています。この改

正は、「社会福祉法人制度の大改革」と言われ、法人運営に大きな影響を及ぼしています。 

改正の背景には、今日、福祉のニーズが多様化・複雑化してきており、公益性と非営利性を備えた法人の役割が

ますます重要になってきたこと、また、残念なことですが、一部の社会福祉法人による不適正な運営が指摘され、

社会福祉法人に対する信頼が揺らいでいる実態があると言われています。 

そのため、社会福祉法人の公益性及び非営利性を確保する観点から、経営組織を強化し、運営の透明性、財務規

律の確立を図り、「社会福祉法人のあるべき姿」について、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献す

ることを徹底することが目的になっています。 

昨年４月以降、厚生労働省が作成した社会福祉法人改革に関する資料に基づき、県の説明会が何度も開催されま

した。そして、多くの質疑応答等から周知が進み、私達は、平成２９年４月からの施行に向け準備を進めてきま

した。 

制度改革の主な内容は、 

「１．経営組織のガバナンスの強化」は、今までの評議員会は、諮問機関の役割を担い、任意の設置でしたが、

改正法では、議決機関として必置となります。すなわち、理事・理事長に対する牽制機能を発揮し、財務会計に

対する承認、理事・監事の選任又は解任を決議するなど大きな権限をもつことになります。 

そして、理事は、評議員との兼務が不可となり、理事会は法人の業務執行に関する意思決定機関として位置付け

られます。 

「２．事業運営の透明性の向上」は、財務諸表、現況報告書などの事業運営に関わる対象書類を拡大し、閲覧を

希望する人に開示を義務付けています。 

「３．財務規律の強化」は、法人の内部保留を社会に還元させようというものです。純資産から事業継続に必要

な財産額を控除した額を明確にし、社会福祉事業等への計画的な再投資の計画を義務付けています。 

「４．地域における公益的な取組を実施する責務」は、日常生活又は社会生活上支援を要する人に対する、無料

又は低額の料金で福祉サービスを提供することを責務として規定しています。 

「５．行政の関与の在り方」は、所轄庁による指導監督の機能強化及び国・都道府県・市の連携推進などがあり

ます。 

当法人は、平成２８年度内に定款を変更し、県の認定を取得します。定款には、新しい組織として、評議員を選

任・解任する評議員選任・解任委員会を設置します。理事会が評議員選任・解任委員を選任します。そして、評

議員選任・解任委員会を開催し、平成２９年度の４月から任期がスタートする新評議員を選任します。 

そして６月に新評議員が理事、監事を選任決議し、新役員が誕生して、新体制が整います。当法人の新体制をつ

くるには、評議員選任・解任委員３名、評議員７名、理事６名、監事２名の合計１８名もの人材が必要になりま

す。行政は、法人がこれらの人材の確保に苦労するのではないかと懸念を示しておりましたが、当法人は幸いに

も、継続の方も、また、新任の方もスムーズに候補者が決まり、安堵しています。 

今回の社会福祉法人制度改革は、マンネリ化しかねない法人運営に、インパクトを与えました。私達は、法人設

立時の志に立ち戻り、法の精神に準拠した法人運営に邁進しなければならないと決意しているところです。今後

とも当法人に対する皆様のご理解とご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。          
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「Ｔ・Ｄ・Ｓ・Ｎ （Tanpopo Daily Support News） ４１」 

～家族と離れて暮らす、人生初の体験を支える～ 

 
今回は、一人の利用者さん(以下 A さん)が初めて家族の元を離れ、グループホーム「こっとんはう

す」での生活をスタートするまでの支援の記録を報告したいと思います。 

 
A さんの年齢は 30 代後半。これまでグループホームを利用した経験は無く、今回のこっとんはうす

利用が、家族と離れて暮らす人生初の体験となります。そんな中で、職員がまず第一に大切にしたの

は、今まで体験した事のない新しい生活を安心感を持って始められるよう支援することでした。 
A さんは自分で外出の予定を立て、休日は一人で公共の交通機関を利用して好きな場所へ行き、外

出を楽しむ等、自分の時間を大切にされている方です。そんな方が 30 年以上暮らした自宅を離れ、突

然知らない場所で家族以外の人と一緒に暮らす。それが A さんにとってどれだけ不安で見通しの立た

ない事か、容易に想像できます。ですから職員はまず、A さんにこっとんはうすの事を知ってもらう

為、こっとんはうすでの生活の流れや、外観・リビング・浴室・トイレや A さんの使用する自室等、

A さんがいつ・何処で・何をするのかを写真と文書で紹介したパンフレットを作成しました。 
 

【A さん用、グループホームを紹介したパンフレットの一部です】 

   

パンフレットにはこの他にもリビングやお風呂の様子、メンバー紹介まで、こっとんはうすの紹介

情報を沢山盛り込みました。 

 

また、A さんが日中に利用している生活介護事業所「わたげ」で使用している月間カレンダーと同様

の形式のカレンダーを作成し、その中で一週間の内、いつこっとんはうすを利用し、いつ自宅に帰る

のかを記載し、週末は自宅に帰り、今まで通り外出したり自分の好きな余暇を楽しめる事を示しまし 
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た。カレンダーは作成当初、文字は全て黒字で記載していましたが、わたげの事は黒字、家や休日の

事は赤字、こっとんはうすに泊まる事は青字と、カテゴリ毎に文字の色を変えて強調する事で、視覚

的に、こっとんはうすやわたげ、自宅との違いが伝わるようにしました。そして、「わたげ」にこっと

んはうす職員が行き、A さんの活動エリアを見学、どういったスケジュールや提示を使用しているか

等を確認しました。スケジュールや伝達物の構成を「わたげ」と同様の形式にし、普段使っている物

との統一感を持たせる事で、A さんがスムーズに伝達を受け入れられるよう配慮しました。 
 

職員がこのパンフレットを作りながら A さんに一番伝えたかった事。それは、こっとんはうすは A
さんの今までの生活を変えるものではないという事。こっとんはうすでも自宅と同じように自室でテ

レビや DVD を見たり、好きな鉄道関連の本を読んだり、余暇の時間を楽しめるという事です。 
 

 

A さんへの伝達時期については家族・わたげ職員と相談・協議を重ねた結果、A さん自身が気持ち

の整理をする時間も考慮し、週末を挟む 3 日前の金曜日に、週明けの月曜日から入居することを伝達

する事に決定しました。あまり早い時期に伝達してしまうと A さんはそれが気になってしまい、自宅

やわたげでそれに関する確認や表出が頻出すると推測したからです。 
そしていよいよ伝達日を迎えました。こっとんはうす職員 2 名がわたげに行き、A さんに伝達を行

いました。わたげの相談室を貸し切り、とても大切な話である雰囲気作りを行いました。相談室に入

室時、初めてのことを行う時や伝達された時に見られる、目を凝らすような表情ではありましたが、

落ち着いた様子で椅子に座ってからは、終始穏やかな表情で受け取ったパンフレットを見ながら職員

の話を聞き、最後には職員に「よろしくお願いします」と言ってくれました。その言葉を聞いた伝達

後の帰り道、職員二人でがっしりと固い握手をしたのを今でも覚えています。 
 

こっとんはうすでのAさんの生活スケジュールについても、

職員間で何度も協議・検討しました。お菓子や夕食、余暇、

入浴の時間等を家庭と同じ時間帯に設定し、A さんがこれま

で過ごしてきた家庭との違いを最小限に抑えることを念頭

に設定していきました。ただ、こっとんはうすがグループホ

ームとして、可能な限り個々の生活を尊重する場所となるよ

う配慮しているとはいえ、共同で使用する場所もある為、他

の利用者の生活スケジュールとの兼ね合いを調整しながら、

慎重に設定しました。また、A さんが混乱なく新しい生活を

スタート出来るように、こっとんはうすの玄関に入ってから

就寝するまでの活動を 1 つずつ書き出した表を作成し、職員

のひとりが A さん役をやり、実際に A さんになりきって活動

を行い、各活動の流れやスケジュールに不備は無いか、わかりにくい箇所は無いかの確認を行いまし

た。実際にスケジュール通り行動してみると、洗濯は入浴前より、今まで着ていた部屋着を一緒に洗

う入浴後の方が、A さんにとって区切りとしてわかりやすいのではないか等、机上のシミュレーショ

ンだけでは見落としていた事も見えてきました。その後も何度もシミュレーションと修正を重ねなが

ら、A さんがスムーズに生活できるよう配慮しました。                 
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個々の生活を尊重し、食後は自室で、 

テレビを観ながらリラックスタイムです。 



そしていよいよ運命の入居当日。A さんはわたげでの仕事を終え、いつもとは違うこっとんはうす

行きの送迎車でこっとんはうすに向かいます。こっとんはうすに到着し、職員と一緒に玄関に入ると、

A さんは最初、ゆっくりと辺りを伺っていました。職員の促しでスリッパを履くと、その後は職員と

一緒に自室の場所、ご飯を食べる場所、お風呂の場所等を 1 つずつ確認しながら落ち着いて行動し、

お菓子を食べ、自室で余暇を楽しみ、夕食を摂り、入浴をし、利用初日でも消灯まで落ち着いて過ご

す事が出来ました。そして、翌日以降も、A さんは一度経験した事で流れを理解した様子で、3 日目

にはまるで何ヶ月も前からこっとんはうすで過ごしていたと思わせる程、スムーズに生活を送る事が

出来ていました。そして現在も、A さんは変わらず落

ち着いて過ごしています。自分で洗濯したり、衣類を

畳む取り組みを職員と一緒に練習しながら、日々着々

と生活スキルを向上させています。 
 

今回の受け入れ支援で職員が大事にした事。それは

事前の準備を丁寧に、一つ一つの事柄を、職員同士や

家庭と時間をかけて相談・確認し、本人の気持ちに寄

り添った支援を行った事です。知らない場所でいきな

り他人と生活する事はとても不安な事です。だからこ

そ受け入れ日には一つの不備もなく、A さんが迷う事

無く新しい生活に入っていけるように細心の注意を払いました。 
A さんの新生活、ひとまずは安定したスタートができました。今後はその安定を崩さないように、

いろいろな経験を重ねて行けるよう支援を継続できるかが、私達の腕の見せ所だと職員一同気を引き

締めています。これから先、A さんが私達にどんな力を見せてくれるのか。それを楽しみにしながら

今日も支援を継続しています。 
                                   東川 奏 

田邉 拓海 
新 任 紹 介  

 

初めまして。 

2月からわたげの厨房でお世話になっております、田中照代です。 

主人と今年社会人になる息子、大学生の娘、今年卒寿を迎える母と、 

5人家族です。 

高齢の為、身体機能が衰え、認知症も進んできている母の介護をしな

がらお仕事をさせていただいています。 

週2日出勤ではありますが、優しく親切なスタッフの皆様に支えられ、

少しでもお役に立てればと思っています。 

趣味は読書や音楽鑑賞。最近はレジンを使ったアクセサリー作りなど

も楽しんでいます。 

毎日続けているのは、ストレッチとリンパマッサージです。血行も 

良くなるので、リフレッシュして楽しく頑張りたいと思います。 

よろしくお願いします。      
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た ん ぽ ぽ の 郷 後 援 会 の ご 案 内 

たんぽぽの郷後援会は、横須賀・三浦地区に在住の「自閉症」という障害を伴った人たちが、地域

の一員として自分らしく生活していくために、必要な支援に取り組んでいる【社会福祉法人横須賀た

んぽぽの郷】の活動を支援する事を目的に組織されました。 

 

▼ 年 会 費  個人会員 １口   ３，０００円 

          団体会員 １口  １０，０００円 

 

たんぽぽの郷後援会にご理解、ご協力くださる方は、下記の郵便為替口座をご利用ください。 

郵 便 為 替 口 座 番 号     ００２４０－９－１７４７４ 

郵便為替口座加入者名     た ん ぽ ぽ の 郷 後 援 会 

〠〶〠〠〶〠〠〶〠〠〶〠〠〶〠〠〶〠〠〶〠〠〶〠〠〶〠〠〶〠〠〶〠〠〶〠〠〶〠〠〶〠〠〶〠

《2016 年度 決算報告》 

たんぽぽの郷 後援会 

 昨年度、皆様からいただきました会費については、下記のとおりの収支でしたのでご報告申しあげます。 

（自 2016 年 4 月 1 日～至 2017 年 3 月 31 日） 

〈収入の部〉                   〈支出の部〉 

 項目  決算額 項目 決算額 

前期繰越金 

会費 

  

合計 

7,708 

448,000 

 

455,708 

寄付金（わたげへ） 

次期繰越金 

 

合計 

450,000 

5,708 

 

455,708 

以上  会計  常田ちよ子 

2016 年度収支決算書及び関係帳簿・領収書を監査したところ、報告に相違ないことを証します。 

 会計監査  對比地祐子        

                                         高橋 正子        

皆様よりの会費等の決算につきましては上記の如くご報告申し上げます。 



編集後記 ～編集部～ 

今回のソウェルクラブ春号に元全日本女子バレーボールチーム監督の「同じ目標に向かい団結する素晴らし

さ」という記事が載っていました。先日、私も 550 人の女子スポーツ選手が、3 日間の練習を経てギネスに挑

戦し達成するという、1 つの大きな目標に向かい団結する姿を観てきました。彼女らの生き生きとした表情で

楽しんでいる姿を観ていると、何か熱く湧き上がる感情が伝わってきます。彼女らのスポーツは、チアリーデ

ィング。観ている人に「元気・勇気・笑顔」を届けるためにチームワーク、強い信頼を大切にしています。観

ていた私も、パワフルなエネルギーを貰い「笑顔で頑張ろう」と、そんな元気が湧き出てきました☆ 

さぁ～、今年度も始まりました。今年もホットなニュースをお届け出来るよう頑張ります！！ （高橋）     

編 集 社会福祉法人 横須賀たんぽぽの郷   〒239-0824 横須賀市西浦賀３－１３－２１ 

TEL:046-844-0038／FAX：046-844-0036 E－mail：aaq40690@hkg.odn.ne.jp 
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